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位置指定道路に縦断埋設された水道管の取扱いについて  

 

平成20年11月６日制定  

（趣旨） 

第１条 位置指定道路（建築基準法第 42条第１項第５号の規定に基づく道路）に

縦断埋設された水道施設を、天理市上下水道局（以下「上下水道局」という。）

に帰属し管理することについて、必要な要件及び手続きについて定めるものと

する。 

 （帰属に関する要件）  

第２条 水道施設を上下水道局に帰属する要件は、次に掲げる事項によるものと

する。 

（１） 当該位置指定道路が、本市に帰属されていること。  

（２） 当該位置指定道路となる土地の所有者の承諾を得ていること。  

 （帰属に関する手続き）  

第３条 水道施設を上下水道局に帰属しようとする者は、位置指定道路の帰属手

続き時に水道施設引継書（様式。以下「引継書」という。）を天理市上下水道

事業管理者に２部提出するものとする。  

２ 前項引継書の提出時には、当該水道施設の占用申請及び、占用関係書類を 2

部提出するものとする。  

３ 水道施設の引継時期については、本市、道路帰属手続き完了後とする。  

（水道施設の管理） 

第４条 上下水道局に帰属された水道施設の修理及び改良については、上下水道

局が行うものとする。 

 

附 則 

 この取扱いについて、平成 25 年９月 2 日から適用する。（様式改定）  
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様式（第３条関係） 

  年  月  日 

 

天理市上下水道事業の管理者 

  天理市長 様 

 

申請者（自署） 

住 所 

氏 名             

 

水 道 施 設 引 継 書 

  

道路用地を市に帰属するにあたり、当該道路内に     年  月  日付、

給水装置工事申込 第     号の申請により布設した水道施設を、関係図書

を添え、天理市上下水道局に帰属いたします。  

 

記 

１ 帰 属 場 所  天理市       町      番地 

２ 施 設 概 要 

３ 工事施工業者名   

４ 添 付 書 類  位置図、平面図、縦断図、構造図  

 

 

天水給 第     号  

  年  月  日 

 

 上記、水道施設の所有及び管理を天理市上下水道局が引継致します。  

 

天理市上下水道事業の管理者 

            天理市長 
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天理市水道施設の布設工事負担金徴収規程に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 天理市水道施設の布設工事負担金徴収規程（昭和62年５月天理市水道

ガス局管理規程第３号。以下「規程」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（新たに布設し給水管を分岐できる配水管口径）  

第２条 規程第４条第１項に規定する配水管の口径は、25mm、50mm、75mm、

100mm、150mm、200mm、250mm 及び 300mm とする。 

（工事費の算出基準） 

第３条 規程第６条第３項に規定する工事費の算出基準について、次の各号の

とおり定めるものとする。  

(１) 規程第６条第１項第１号から第４号に規定する工事費の額は、同規程

第４条及び第５条の規定並びに水道事業実務必携の積算基準を基に算出し

た額とする。 

(２) 規程第６条第１項第５号に規定する「業務諸費」は、同項第１号から

第４号に規定する工事費の額の合計額に100分の15を乗じて得た額とし、そ

の内訳は、洗管に係るもの並びに当該工事に係る設計、調査及び申請等に

係るものとする。 
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 天理市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱  

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、天理市指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」

という。）の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 （違反行為の調査、報告等）  

第２条 主管事務の課長（以下「主管課長」という。）は指定工事業者が違反行

為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。  

２ 主管課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当

事者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。  

３ 主管課長は当該指定工事業者からてん末書の提出を求めるとともに、違反

行為調査兼報告書を作成する。  

 （文書による注意） 

第３条 主管課長は、違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが、違反

行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、文書に

よる注意を行うことができる。  

 （行政処分） 

第４条 主管課長は、違反行為の内容を検討し、行政処分が必要と認められる

ときには、水道事業管理者（以下「管理者」という。）に報告し、天理市指定

給水装置工事事業者及び天理市指定下水道工事店審査委員会規程（平成10年

２月水道ガス局管理規程第７号）に規定する天理市指定給水装置工事事業者

審査委員会（以下「審査委員会」という。）開催の要否について、意見を具申

することができる。 

 （意見陳述のための手続）  

第５条 管理者は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審

査委員会の開催前に、当該処分の名あて人になるべき者について、弁明の機

会を付与し又は意見陳述のため聴聞の手続きを行うものとする。  

２ 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。  

３ 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書により通知する。  

４ 聴聞は、主管課長が主宰する。  

５ 聴聞を終結したときは、主管課長は、速やかに聴聞調査、聴聞報告書及び

処分案を作成し、管理者に報告する。  

６ その他意見陳述のための手続に関しては、天理市行政手続条例（平成８年
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12月天理市条例第15号）に定めるところによる。  

 （水道技術管理者等の意見）  

第６条 審査委員会の委員長は、必要があると判断したときは審査委員会に水

道技術管理者その他委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求める

ことができる。 

 （処分の通知） 

第７条 管理者は、処分を決定した場合に、被処分者に対し当該処分の通知を

行う。 

２ 管理者は、天理市指定給水装置工事事業者規程（平成 10年２月水道ガス局

管理規程第４号）第８条の指定の取消し又は同規程第９条の停止の処分を行

う場合には、同規程第10条の規定に基づき告示を行う。  

第８条 水道法（昭和32年法律第177号）第25条の４に定める給水装置工事主

任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働

大臣に報告するものとする。  

第９条 この要綱に定める違反行為に対する処分等の基準は、管理者が別に定

める。 

    

附 則 

この規程は、平成22年８月１日から施行する。  
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受水槽式給水設備から直結給水方式への切替要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、厚生労働省通知「受水槽式給水設備の給水装置への切替え

に関する留意事項について（平成17年９月５日付健水発第0905001号）」に基づ

いて、受水槽式給水設備を直結給水方式に変更する場合に必要な事項を定める

ものとする。 

 （事前確認） 

第２条 申込者（委任を受けた指定給水装置工事事業者）は事前に次の各号に掲

げる場合に応じ、該当する事項について実施及び確認する。  

（１）更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に切替える場

合 

ア 既設配管の材質 

＊ 「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）

に適合した製品が使用されていることを現場及び図面等にて確認し、申

請時に確認図面を提出する。  

＊ 構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適

合した給水管及び給水用具に取り替える。  

＊ 埋め込み等により確認が困難な場合は、申請図面に未確認と明記し、

製品の取り替え判断は天理市水道事業管理者（以下、「管理者」という。）

が水質試験及び水圧試験の結果により行う。  

イ 既設配管の耐圧試験  

＊ 耐圧試験における水圧は1.75MPaを原則とし、１分間水圧を加えた後、

水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、管理者が試験水圧を別に

指示した場合はその試験水圧とする。  

ウ 水質試験 

＊ 直結給水方式への切替え前において、水道法第 20条第３項に規定する

厚生労働大臣の登録を受けた者によるによる水質試験を行い、水道法第

４条に定める水質基準に適合していることを確認する。  

＊ 採水方法は、毎分５Ｌの流量で５分間流して捨て、その後 15分間滞留

させたのち採水するものとする。  

＊ 採水は管理者の指示する場所で行う。  

＊ 試験項目は、別表 水質検査項目のとおりとする。ただし、管理者が

別途水質検査項目を指示した場合は、その項目についても実施する。  

（２）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び

施工状況が明らかな場合  

ア 既設配管の材質 

＊ ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である

場合は、施工計画書（工法、塗料及び工程表等）及び施工計画に基づく

施工報告書（写真添付)並びに塗料の浸出性能基準適合証明書により確
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認を行う。なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合

証明書に代えて認証登録証の写しとすることができる。  

＊ 上記の書類を申請時に提出する。  

イ 既設配管の耐圧試験  

＊ 耐圧試験における水圧は1.75MPaを原則とし、１分間水圧を加えた後、

水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、管理者が試験水圧を別に

指示した場合はその試験水圧とする。  

ウ 浸出性能確認の水質試験  

＊ 適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分５

Ｌの流量で５分間流して捨て、その後15分間滞留させた水を採取すると

ともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブランク）とし

て採取し、水道法第20条第３項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた

者による水質試験を行い、構造材質基準に基づく浸出等に関する基準に

適合していることを確認する。  

＊ 試験項目は、別表 水質検査項目のほか、更生工事に使用された塗料

から浸出する可能性のある項目とする。  

＊ 採水は管理者の指示する場所で行う。  

 

（３）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び

施工状況が確認できない場合  

ア 既設配管の耐圧試験  

＊ 耐圧試験における水圧は1.75MPaを原則とし、１分間水圧を加えた後、

水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、管理者が試験水圧を別に

指示した場合はその試験水圧とする。  

イ 浸出性能試験 

＊ ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプ

リングし、それを供試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸

出性能試験を行い、浸出等に関する基準に適合していることを確認する。 

＊ 既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できな

い場合は、現地にて水道水を16時間滞留させた水（給水設備のライニン

グされた管路内の水であって、受水槽等の水が混入していないもの）を

採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水（ブラ

ンク）として採取し、水道法第20条第３項に規定する厚生労働大臣の登

録を受けた者による水質試験を行い、浸出等に関する基準を満足してい

ることを確認する。この場合において、一度の採水で５Ｌの水量を確保

できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を確保する。  

＊ 水は管理者の指示する場所で行う。  

＊ 試験項目は、別紙検査項目のほか、給水装置の構造及び材質の基準に

関する省令別表第１の全ての項目を行う。  
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（給水装置工事の申込み）  

第３条 受水槽式給水設備を給水装置に切替える工事は、既に給水の申込みを受

け受水槽まで供給している給水装置に接続する工事であることから、雑工事と

して取り扱う。 

２ 申込者（委任を受けた指定給水装置工事事業者）は、当該工事に関し次の図

書類を入手又は作成し、管理者へ提出する。  

図 書 類  

前条第

１号の

場合 

前条第

２号の

場合 

前条第

３号の

場合 

給水装置工事申込書 ○ ○ ○ 

既設配管の材質確認書（図面及び現場確認）  ○   

水質試験成績証明書 ○ ○ ○ 

塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三

者認証品の場合は当該機関の認証登録証の写  
 ○  

ライニングによる更生工事施工時の施工計画

書 
 ○  

同上施工報告書（写真添付）   ○  

浸出性能確認の水質試験成績証明書   ○  

浸出性能試験成績証明書    ○ 

誓約書（様式１） ○ ○ ○ 

その他管理者が指示した図書  ○ ○ ○ 

附 則 

 この要綱は、平成27年７月30日から施行する。 
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別表（第２条関係） 水質検査項目 

必須項目検査 

番号 項   目 基  準  値 

１ 一般細菌 1ml の検水で形成される集落数が100

以下 

２ 大腸菌 検出されないこと 

３ 塩化物イオン 200mg/L 以下 

４ 有機物(全有機炭素（Ｔ

ＯＣ）の量) 

3mg/L 以下 

５ ｐH 値 5.8以上8.6以下 

６ 味 異常でないこと 

７ 臭気 異常でないこと 

８ 色度 5度以下 

９ 濁度 2度以下 

10 残留塩素  

宅内配管材料が鋼管、鉛管、銅管、もしくは不明管の場合は、下記項目につい

ても水質検査を行うものとする。  

番号 項    目 基  準  値 

１ 亜鉛及びその化合物  亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下 

２ アルミニウム及びその

化合物 

アルミニウムの量に関して、0.2mg/L

以下 

３ 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下 

４ 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L 以下 

５ マンガン及びその化合

物 

マンガンの量に関して、0.05mg/L 以

下 

６ 蒸発残留物 500mg/L 以下 
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【様式１】 

 

誓 約 書 

 

天理市上下水道事業の管理者   

天理市長 様 

 

 

今回の受水槽式給水設備から直結給水方式への切替工事を申し込むに当た

り、切替工事後、給水装置の配管または水質等に問題が生じた場合は当方で全

責任を負うとともに直ちに配管の取り換え等必要な措置を講じることを誓約致

します。 

 

 

  年  月  日 

 

 

申 請 者（自署）           

住  所                

                氏  名                
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３階直結直圧給水に関する取扱要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建築物の３階までの部分に直結直圧給水する場合の給水装

置の設計及び施工等に関し必要な事項を定めるものとする。  

（適用条件） 

第２条 この要綱の適用条件は、次のとおりとする。ただし、天理市上下水道事

業管理者（以下「管理者」という。）が３階直結直圧給水に適しないと判断した

場合を除くものとする。  

（１）分岐可能な配水管の口径は、50 ミリメートルから 300 ミリメートルまで

とする。 

（２）メーターの口径は、20 ミリメートル、25 ミリメートル、40 ミリメートル、

50 ミリメートル及び 75 ミリメートルとし、分岐しようとする配水管の口径より

も小口径とする。なお、水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）第６条第１項

第２号の規定に基づき、計画使用水量に応じたものとする。  

（３）分岐しようとする配水管の位置において、最小動水圧が 0.25Mpa 以上を有

すると管理者が認めた場所とする。  

（４）逆流防止及び給水装置の維持管理のため、メーターの２次側直近にバルブ

（口径 20 ミリメートルから 50 ミリメートルについては、ボール式止水栓（トン

ボ・ロング）、口径 75 ミリメートルについては、ソフトシール仕切弁）及び逆止

弁（口径 20 ミリメートルから 50 ミリメートルについては、単式逆止弁（ JWWA 

B129）、口径 75 ミリメートルについては、単式逆止弁（ JWWA B129 準拠品）又は

スイング式逆止弁（JIS B2031））を設置しなければならない。 

（既設建築物の切替え）  

第３条 既設建築物を３階直結直圧給水に切替えする場合は、次に掲げるすべて

の事項を満たさなければならない。この場合において、管理者は、既設建築物の

平面図、各階平面図、配管系統図、その他必要とされる書類等の提出を求めるこ

とができる。 

（１）前条の適用条件に適合していること。  

（２）既設給水装置を使用する場合は、口径、材質、その劣化状態等を調査し、

必要に応じ布設替え等の処置を講じること。  

（３）現行の使用水量、使用状況等を調査し、直結直圧給水への適合性について

確認すること。 

（４）直結直圧給水方式と既設の受水槽式給水装置との併用は認めない。  

（５）天理市上下水道局要綱「受水槽式給水設備から直結給水方式への切替要綱」

に基づいて切替えを行うこと。   

（事前協議申請及び工事申込み） 

第４条 対象建築物に新たに３階直結直圧給水を受けようとする者は、給水装置

7-5 
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工事の申込みに先立ち、３階直結直圧給水事前協議申請書（新規・変更）（様式

第１号）を管理者に提出し、回答を受けなければならない。回答を受けた事項を

変更する場合も、同様とする。  

２ 管理者は、前項の申請について回答するときは、３階直結直圧給水事前協議

回答書（新規・変更）（様式第２号）により行うものとする。  

３ 当該工事の申込者は、前項の回答書により３階直結直圧給水を認められた場

合において、設計着手前に、この要綱に定める事項について調査を行い、次項に

掲げる基準に留意し、管理者と協議しなければならない。また、当該工事を申込

むときには、前項の回答書の写し及びこの要綱に定める事項を遵守する旨の誓約

書（様式第３号）を同時に提出しなければならない。  

４ 当該工事の申込者は３階直結直圧給水を行う場合は、水理計算をおこないメ

ーター口径を決定するものとし、水理計算に用いる設計水圧は 0.2Mpa とする。

なお、水理計算の方法は、次のとおりとする。  

（１）給水管の摩擦損失水頭の計算は、口径 50 ミリメートル以下の場合は、ウ

エストン公式により口径 75 ミリメートルについてはヘーゼン・ウイリアムズ公

式による。 

（２）計画使用水量の計算は、同時使用水量（瞬時最大流量）の算定方法により、

建物用途、水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮して最適な方法を選択

しておこなわなければならない。  

（３）給水管の管内流速は 2.0m/秒以下とする。 

５ 既に３階直結直圧給水を受けている建築物の譲渡が行われた場合において、

第２項の規定により回答を受けた内容に変更がないときは、譲渡による新たな当

該建築物の所有者は、第３項の誓約書（様式第３号）のみを提出するものとする。  

（３階直結直圧給水建築物の所有者の責務）  

第５条 所有者は、３階直結直圧給水建築物の譲渡又は賃貸を行うときは、この

要綱に定めた内容を遵守するよう譲受人又は賃借人に通知しなければならない。 

２ 所有者は、３階直結直圧給水建築物の用途を変更する場合は、管理者に届け

出て、協議しなければならない。  

３ 所有者は、第２条第４項に規定するバルブ等について、維持管理をしなけれ

ばならない。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。  

    

   附 則 

この要綱は、平成 27 年７月 30 日から施行する。 
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様式第１号（第４条第１項関係）  

提出日      年   月  日 

 

天理市上下水道事業の管理者   

天理市長  様  

申請者(自署) 

  住 所 

                        氏 名             

                        連絡先 

 

３階直結直圧給水事前協議申請書（新規・変更）  

 

下記のとおり、３階建て建築物へ直結直圧給水を行いたいので協議願います。  

 

記 

 

１．申請場所  

２．建築物の建設工期         年   月   日  ～       年   月   日  

３．建築物及び給水装置の概要  

建 物 名 称   

工 事 種 別  新 築 ・ 改 造 （お客さま番号：       ）  

建 物 種 別  

専用住宅  

店舗   （ 用途：                ）  

事務所ビル  

集合住宅  （ ファミリー   戸、ワンルーム     戸）  

その他（                  ）  

分 岐 口 径   配水管口径  φ  ㎜ × 給水管口径 (予定 ) φ   ㎜  

メーター口径  φ           ㎜ （予定）  

予定使用水量 1 日当たり        ㎥  

給 水 器 具

( 管 ) の 最 大

高  

配水管が布設されている道路面より       ｍ  

４．添付書類   位置図、その他  
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様式第２号（第４条第２項関係）  

   年   月   日  

事前協議申請者  

               様  

                       天理市上下水道事業の管理者  

                      天理市長  

（担当  給水課  給水係              ） 

                      TEL 0743-63-1001 内線   

 

３階直結直圧給水事前協議回答書（新規・変更）  

 

  年   月   日付けをもって事前協議のありました物件につきまして、次

のとおりお知らせします。  

 

□ 附近配水管の水圧状況等を調査した結果、当該地は設計水圧 0.2Mpa で設計する

ことができます。  

□ 現状の水圧状況等から、３階直結直圧給水は不可能です。  

 

設計段階で留意していただく事項  

（１）配水管工事や事故等によりやむを得ず、計画的あるいは、緊急的に断水、減水

し、又は濁水等を伴うことがありますので、十分考慮の上、採用して下さい。  

（２）給水装置工事の申請時に本書（写し）を添付して下さい。  

（３）給水装置工事申請が事前協議と異なる内容である場合、再協議となります。  

（４）給水装置工事の申請時に給水装置工事計画図書（位置図・平面図・立面図）、

水理計算書等を添付して下さい。  

 

物件の概要  

申 請 場 所  

建 物 名 称  

建 物 種 別   

分 岐 口 径  配水管口径  φ  ㎜ × 給水管口径 (予定 ) φ  ㎜  

メーター口径  φ           ㎜ （予定）  

予定使用水量 1 日当たり        ㎥  

給水器具 (管 )

の最大高  
配水管が布設されている道路面より          ｍ  
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様式第４号（第５条第３項関係）  

   年   月   日  

 

天理市上下水道事業の管理者   

天理市長  様  

申請者（自署） 

  住 所 

                        氏 名             

                        連絡先 

 

 

誓 約 書  

 

私の申請による３階建て建築物に対して、直結直圧式給水を受けるに際し、下記事項

について誓約します。  

 

記 

 

１．水道工事や突発的な事故等に伴う一時的な断水及び水圧低下の影響を受けやすいこと

について十分認識し、万一支障が生じた場合においても、上下水道局に異議を申し立て

しません。また、そのことを使用者等に周知します。  

 

２．給水装置は、日頃より点検し最良な管理に努めます。  

  逆流防止及びメーター装置の維持管理のため、水道メーターの 2 次側直近に設置する

バルブ、逆止弁の不良等が生じた場合、上下水道局に報告し、速やかに取替等の対処を

します。  

 

３．当該建築物の用途変更等、給水条件に著しい変更が生じたときは、貴局と協議します。  

 

４．建築物の譲渡又は賃借を行うときは、速やかに届け出るとともに「３階直結直圧給水

に関する取扱要綱」に定めた事項について、譲渡人又は借受人に通知し、その内容を継

承します。  
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簡易専用水道事務取扱要領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月 
 

 

天理市上下水道局 

給水課 
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簡易専用水道事務取扱要領  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法（昭和

32年法律第 177 号。以下「法」という。）、同法施行令（昭和 32年政令第 336 号）

及び同法施行規則（昭和 32年厚生省令第45号）に定めるもののほか、簡易専用

水道に係る指導方針及び事務処理要領等必要な事項を定めるものである。ただ

し、国の設置する施設については、この要領の適用を受けないものとする。  

 

 （簡易専用水道の届出）  

第２条 簡易専用水道の設置者（２人以上の者が共同して当該簡易専用水道を設

置している場合はその代表者、又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管

理について権限を有する者がある場合は当該権限を有する者。以下「設置者」

という。)は、簡易専用水道を設置し給水を開始しようとするときは、あらか

じめ簡易専用水道設置届出書（様式第１号）を天理市上下水道事業の管理者（以

下「管理者」という。）に届け出るものとする。  

２ 設置者は、前項の届出事項に変更があったときは、速やかに簡易専用水道変

更届出書（様式第２号）を管理者に届け出るものとする。 

３ 設置者は、当該簡易専用水道を休止（廃止）により、簡易専用水道に該当し

なくなったときは、速やかに簡易専用水道休止（廃止）届出書（様式第３号）

を管理者に届け出るものとする。  

 

 （簡易専用水道施設台帳の作成）  

第３条 管理者は、第２条第１項又は第２項により届出があったときは、現地を

確認のうえ簡易専用水道施設台帳（様式第４号）を作成するものとする。  

 （定期検査の実施） 

第４条 法第34条の２第２項の規定により、設置者は、毎年 1 回以上定期に、保

健所長又は地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登

録検査機関」という。）による検査を受けなければならない。  

 

 （立入検査） 

第５条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、設置者から簡易専用水道の

管理について必要な報告を徴し、又は立入検査を行うものとする。  

(1) 前条の検査結果により、設置者から衛生上問題について報告があった場

合 

(2) 登録検査機関の長から検査済証の写しを受理し、明白な水質汚染又はその

おそれがあると認められる「不良」と判断される事項があった場合  
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(3) 設置者又は当該簡易専用水道の利用者から、相談又は苦情等の連絡があ

った場合 

(4) その他特に必要と認める場合  

２ 管理者は、立入検査の結果、管理基準に適合していないと認めるときは、原

則として設置者に維持管理指導票（様式第５号）を交付し、その改善を指導す

るものとする。 

３ 管理者は、前項の指導票を交付したときは、必要に応じ、再度立入検査を行

い指導事項の改善状況を把握するものとする。なお、指導事項の改善に従わな

い場合は法第37条の規定により給水を停止することができる。  

４ 第１項及び第３項の規定により立入検査を行う者は、その身分を示す証明書

（様式第６号）を常に携帯し、設置者から請求があったときは、これを提示し

なければならない。 

 

 （帳簿の保存） 

第６条 設置者は、次に掲げる帳簿書類を備え、保存しておくものとする。  

(1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面  

(2) 受水槽その他水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図  

(3) 水槽の掃除の記録 

(4) 水槽の点検の記録、給水栓における水質検査の記録等の管理についての

記録 

２ 前項第 1 号及び第２号の図面については永年保存するものとし、その他につ

いては３年間保存するものとする。  

３ 登録検査機関の長は、検査に関する記録を整備し、これを３年間保存するも

のとする。 

４ 管理者は、立入検査等に関する記録を整備し、これを５年間保存するものと

する。 

 

 （報告） 

第７条 設置者は、次の第 1 号及び第２号に該当する場合は、事故等報告書（様

式第７号）、第３号に該当する場合は、対応措置完了報告書（様式第８号）を、

速やかに管理者に報告するものとする。  

(1) 供給する水に異常を認め、水質に関する事故が発生した場合 

(2) 給水停止の措置をとった場合  

(3) 維持管理指導票を受理し、その対応措置が完了した場合  

２ 登録検査機関の長は、定期検査の毎月の実施状況を定期検査実施報告書（様

式第９号）により、遅滞なく管理者に報告するものとする。  

 

 （県との協力） 

第８条 管理者は、奈良県と簡易専用水道設置状況の把握及び維持管理に対する

指導等について協力するものとする。  
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附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成25年４月１日から適用する。  

（経過措置） 

２ この要領の適用の日前に提出された届出、維持管理指導票及び報告につい

ては、この要領の規定により管理者に行ったものとみなす。  

附則 

この要領は、平成 27 年４月１日から適用する。  

この要領は、令和元年 10 月１日から適用する。  
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様式第１号（第２条関係） 

簡易専用水道設置届出書  

  年  月  日 

天理市上下水道事業の管理者  

天理市長 様 

                 申請者（自署） 

 住所 

                     氏名 

                                         法人にあっては、主たる事務所の所在地、  

                                                 名称及び代表者の氏名 

   簡易専用水道事務取扱要領第２条第１項の規定により、以下のとおり届け出ます。 

※建築物の付近見取図及び受水槽設置場所見取平面図を添付すること。 

 

簡易専用水道等を設置した

建 築 物 の 名 称            
 

  

同 上 建 築 物 の 所 在 地            

 
 

簡 易 専 用 水 道 設 置 者 の            

住 所 及 び 氏 名 

 

                       （TEL          ） 
  

管 理 者 の 住 所 及 び 氏 名 

 

 

             （TEL          ） 

建

築

物

設

置 

用 途     構 造 階 数      延 床 面 積 「ビル管理法」の該当 

  
地上  階 

 
地下  階 

   ｍ 2 有 ・ 無 

受
水
槽 

設 置 位 置 構 造 形状及び寸法 設 置 数 容 量 

建物の内・外       

地 上 ･半 地 下 ･地 下  
   

総容量     ｍ 3 

有効容量     ｍ 3 

圧
力
水
槽 

高
置
水
槽 

設 置 位 置 構 造 形状及び寸法 設 置 数     容 量 

 

 

 

 

 

 

 

 

総容量     ｍ 3 

有効容量     ｍ 3 

利

用

状

況

施 

設 

の

 

使用開始年月日        一日平均利用者数 一日平均使用水量 受水水道名      消 毒 設 備        

平成  年 

   月  日 
    人     ｍ 3  有 ・ 無 

備 

考 
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様式第２号（第２条関係） 

簡易専用水道変更届出書  

 

                                                        年  月  日 

 

天理市上下水道事業の管理者  

天理市長 様 

 

                 設置者（自署） 

 住所 

                     氏名 

                                         法人にあっては、主たる事務所の所在地、  

                                                名称及び代表者の氏名 

 

  簡易専用水道事務取扱要領第２条第２項の規定により、以下のとおり変更があった

ので届け出ます。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地  

変 
 

 
 

更 

年   月   日           年   月   日  

項       目  
１ 設置者  ２ 管理者   ３ 名称 

４ 設置場所 ５ 水槽の容量 

内 
 

容 

新  

旧  

 

    ※設置場所の変更にあっては、設置場所見取平面図を添付すること。 
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様式第３号（第２条関係） 

 

簡易専用水道休止（廃止）届出書  

 

                                                       年  月  日 

 

天理市上下水道事業の管理者  

天理市長 様 

 

                 設置者（自署） 

 住所 

                     氏名 

                                         法人にあっては、主たる事務所の所在地、  

                                                 名称及び代表者の氏名 

 

 

  簡易専用水道事務取扱要領第２条第３項の規定により、以下のとおり休止（廃止）し

たので届け出ます。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地  

休

止

（

廃

止

） 

  

休

 

（廃）

 

止  

   

年   月   日                  平 成   年   月   日  

理 由             
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様式第４号（第３条関係）  

整理番号  No. 

簡易専用水道施設台帳  

建 築 物 の 名 称   

建 築 物 の 所 在 地   

建 築 物 の  

設  置  者  

住   所  

〒  

 

（TEL        ）  

氏   名   

水 道 施 設  

の 管 理 者  

住   所  

〒  

 

（TEL        ）  

氏   名   

建
築
物 

設 

置 

用  途  構  造  階  数  延床面積  ｢ビル管理法｣の適用  

  

地上   階  

 

地下   階  

ｍ 2  有 ・ 無  

受
水
槽 

設  置  位  置  構  造  形状及び寸法  設  置  数  容    量  

建物の内・外       

地 上 ･半 地 下 ･地 下  
   

総  容  量    ｍ 3  

有効容量    ｍ 3  

圧
力
水
槽 

高
置
水
槽 

設  置  位  置  構  造  形状及び寸法  設  置  数  容    量  

    
総  容  量    ｍ 3  

有効容量    ｍ 3  

利
用
状
況 

施 

設 

の 

使用開始年月日 一日平均利用者数 一日平均使用水量 受水水道名 消 毒 設 備  

平成  年 

   月  日 
    人  ｍ 3   有 ・ 無  

備 

考 
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  施設台帳の裏面  

 

  建物の付近見取図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  受水槽設置場所の見取平面図  
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     検査記録  

 整理番号  No. 
 

定期検査年月日 清掃年月日 定期検査結果 立入検査年月日 立入検査結果 

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  

    年  月  日     年  月  日      年  月  日  
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様式第５号（第５条関係） 

 

維 持 管 理 指 導 票 

 

                                                    年  月  日 

 

 簡易専用水道設置者 

 

 住所  

 

 氏名  

                                           天理市上下水道局 

                       

                                       給水課               

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地  

 

       上記の簡易専用水道等を立入検査した結果、以下の事項について不備 

   が認められますので、    年  月  日までに改善して下さい。 

 

指 導 事 項 
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様式第５号（第５条関係） 

 

維 持 管 理 指 導 票（控） 

 

                                                    年  月  日 

 

 簡易専用水道設置者 

 

 住所  

 

 氏名  

                                           天理市上下水道局 

                       

                                       給水課              

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地  

 

 同上建築物の所在地            

 

        上記の簡易専用水道等を立入検査した結果、以下の事項について不備 

   が認められますので、    年  月  日までに改善して下さい。 

 

指導事項 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                              指導票受領者  氏名  
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様式第６号（第５条関係） 

 

 

 

令和　　年　　月　　日まで有効

　　の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
　　当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十六条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

 8　都道府県知事は、第一項及び第四項の事務を行うために必
　要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給
　事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又
　は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立
　ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿
　書類を検査させることができる。

　三　第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項

　下の罰金に処する。

　ることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費
　の額を基準として裁定する。
 5～7 　（略）

　五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「次条第八

　一・二　（略）

 9　前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府
　県知事の行う事務について準用する。この場合において、同
　条第四項中「前三項」とあるのは「次条第八項」と、同条第

　項」と読み替えるものとする。

　限に属する事務を行うことができないと厚生労働大臣が認め

　施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の

　を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若し
　くは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実

　るときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生労働大
　臣が行う。
 4　第一項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間
　の協議によって定める。協議が調わないとき、又は協議をす

水 道 法 検 査 証

第五十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

　であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は
　水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、
　水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供
　給事業者に供給すべきことを命じることができる。
 2　　（略）
 3　第一項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権

　人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十
　二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五十五条
　の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ
　の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

写　真

官 職 又 は 職 名

令和　　年　　月　　日交付

第　　　　号

氏 名

　て必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事
　務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状

上下水道事業の管理者印

生 年 月 日
　専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をし
　て簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の
　事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類
　を検査させることができる。

　犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正

　況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検

　工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、
　工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な
　帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保
　存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
　次条第八項において同じ。）を検査させることができる。
 2　都道府県知事は、水道（水道事業及び水道用水供給事業の用
　に供するものを除く。以下この項において同じ｡)の布設又は管
　理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水

　この証明書を携帯する者は、水道法第三十九条及び第四十条の
規定により立入検査をする職権を行う者で、その関係条文は次の
とおりであります。
　　水道法(抄)
第三十九条　厚生労働大臣は、水道（水道事業及び水道用水供給
　事業の用に供するものに限る。以下この項において同じ｡)の布

　道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理につい

　に必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易

　査させることができる。
 3　都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するため

第四十条　都道府県知事は､災害その他非常の場合において､緊急
　に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要

 4　前三項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、
　その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があった
　ときは、これを提示しなければならない。
 5　第一項、第二項又は第三項の規定による立入検査の権限は、
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様式第７号（第７条関係） 

事 故 等 報 告 書 

 

                                                    年  月  日 

天理市上下水道事業の管理者  

天理市長 様 

          

                    設置者（自署） 

          住所 

                           氏名 

                                           法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

                                                      名称及び代表者の氏名 

 

   当該簡易専用水道において、以下の事故等が発生したので、簡易専用水道事務取扱

要領 第７条第１項の規定により報告します。      

 

建築物の名称         

発生日時、期間  

事故又は給水停止 

の措置の状況 
 

応急措置状況         

摘 要          



~ 32 ~ 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

対 応 措 置 完 了 報 告 書 

 

                                                    年  月  日 

 

 天理市上下水道事業の管理者  

天理市長 様 

 

                 設 置 者    （自署） 

  住所 

                       氏名 

                                           法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

                                                     名称及び代表者の氏名 

 

  年  月  日付けで指導があったことについては、    年  

月  日をもって以下のとおり完了しましたので、報告します。 

 

 

改善事項 改善内容 
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留 意 事 項 

 

  「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であっ

て、水道事業の用に供する水道から受ける水のみを水源とするもののうち、水の供給を受

けるために設けられる水槽（受水槽）の有効容量の合計が 10ｔを超えるものとされてい

る。 

  そのため、次の点を留意して、規制対象となるものを確定すること。 

１．水道事業者からの供給を受ける水のみを水源とするものであるから、水源の一部又 

 は全部が井戸水のものである場合は、対象外である。 

２．当該施設により供給される水が飲用に供されているものであるので、工業用水とし 

 て利用されているもの及び消防用水施設として設置されているものであって全く飲用 

に供することのないものは、対象外である。 

３．「有効容量」とは、水道の最高水位と最低水位との間に貯水できる容量をいい、そ 

 の算定基準は次による。 

（１）最高水位は、ボールタップ等による流入停止水位とする。 

   （注）ボールタップ等の位置は、原則として当初設定によるものとする。 

（２）最低水位は、流出管又は揚水管の開口部が水平に設置されている場合は、管頂から

管径の 1.5 倍上部の水位、又は垂直に設置されている場合は、吸部の端から管径の

1.5 倍上部の水位とすること。 

（３）それぞれの水位が確認できないものであっては、水槽の清掃等の際立ち会い、有効

容量を決定すること。 

（４）2 以上の受水槽の場合は、別表を参考とすること。 
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 ケース１  給水系統が相互に連絡している 対  象 対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A１＋A２＞１０ｍ３ 

施設数 １施設 

 

A１＋A２≦１０ｍ３ 
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 ケース２  給水系統が相互に連絡していない 対  象 対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A１ ＞ １０ｍ３ 

施設数 １施設 

A２ ＞ １０ｍ３ 

施設数 １施設 

 

 

A１ ≦ １０ｍ３ 

 

A２ ≦ １０ｍ３ 
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 ケース３  受水槽が相互に連絡している 対  象 対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A１＋A２＋A３ 

＞１０ｍ３ 

施設数 １施設 

 

A１＋A２＋A３ 

≦１０ｍ３ 
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小規模貯水槽水道管理指導要領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天理市上下水道局 

給水課 

 

7-7 
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小規模貯水槽水道管理指導要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、小規模貯水槽水道の管理に必要な事項及び汚染事故発生時における

措置を定めることにより、清浄な飲料水の確保を図ることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 小規模貯水槽水道の管理は、貯水槽水道設置者の責務であり、天理市上下水道事業

の管理者（以下「管理者」という。）は、この要領の目的を達成するため、設置者の協力

のもとに、天理市水道事業給水条例第43条（以下「給水条例」という。）を根拠として指

導を行うものとする。 

 

（定義） 

第３条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１）小規模貯水槽水道とは、簡易専用水道、専用水道及びビル管理法のいずれも適用され

ない、受水槽以下の水道設備をいう。 

（２）設置者とは、貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権限を有する者をいう。 

（３）貯水槽とは、受水槽、高置水槽、圧力水槽をいう。 

（４）衛生行政とは、貯水槽水道の所在地を管轄する保健所等をいう。 

 

（責務） 

第４条 小規模貯水槽水道の管理については、天理市給水条例第44条第２項に基づき、次の

各号に掲げる内容により実施するものとする。 

（１） 設置者は、小規模貯水槽水道の管理を自主的に行うとともに、この要領に基づいて

行われる管理者の指導に協力するものとする。 

（２）管理者は、この要領の適正な運用に努めなければならない。 

（３）管理者は、この要領に基づいてその業務を円滑に遂行できるよう衛生行政との連携を

密にするよう努めるものとする。 

 

（小規模貯水槽水道の届出） 

第５条 設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者に届け出なければならな

い。 

（１）小規模貯水槽水道を設置するときは、速やかに「小規模貯水槽水道設置届（様式第１

号）」を、管理者に届け出るものとする。 

（２）小規模貯水槽水道を変更するときは、速やかに「貯水槽水道変更届（様式第２号）」

を、管理者に届け出るものとする。 

（３）小規模貯水槽水道を休止（廃止）したときは、速やかに「貯水槽水道休止（廃止）届

（様式第３号）」を、管理者に届け出るものとする。 
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（平常時の措置） 

第６条 設置者は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

（１）貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。 

（２）小規模貯水槽水道の損傷の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。 

（３）天理市水道事業給水条例施行規程第29条第２項に定める水質検査を毎年１回以上、定

期に行うこと。また、その結果異常が判明したときは、直ちに管理者に連絡してその指

導を受けること。 

（４）貯水槽の清掃を毎年 1回以上、定期に行うこと。 

（５）小規模貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とする

こと。 

２ 管理者は、次の各号に掲げる措置をとるものとする。 

（１）小規模貯水槽水道の管理を設置者に対して必要な指導を行うものとする。 

（２）小規模貯水槽水道台帳を作成し、これを整理し、保管するものとする。 

（３）小規模貯水槽水道の管理の充実を図るために必要に応じ現場調査を行うものとする。  

（４）小規模貯水槽水道の管理に関する利用者の相談に応じるとともに、正しい知識の普及

を図るものとする。 

 

（汚染事故発生時の措置） 

第７条 設置者は、小規模貯水槽水道に汚染事故（以下「事故」という。）が発生し飲料水

が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、次の各号に掲げる措置をとらなければ

ならない。 

（１）当該小規模貯水槽水道の利用者に事故の発生を周知するとともに、直ちに衛生行政に

通報するものとする。 

（２）水質に異常を認めたときは、「水質基準に関する省令」上欄に掲げる項目のうち必要

なものについて検査を行い、直ちに、給水停止及び使用期限等の措置をとるものとする。 

（３）給水停止等の措置を取った場合は、管理者と協議の上、代替水を確保することとし、

それに係る経費については設置者の負担によるものとする。 

（４）当該小規模貯水槽水道が復旧した後は、「水質基準に関する省令」上欄に掲げる項目

のうち必要なものについて検査を行い、飲料水の安全を確保してから、給水を開始する

ものとする。 

２  管理者は、小規模貯水槽水道に事故が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそ

れがあるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。 

（１） 汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、前項の規定に従って適

切な措置をとるよう、設置者に指導するものとする。 

（２）情報収集及び関係機関への連絡を行うものとする。 

   ア．事故の内容を的確に把握するものとする。 

イ．衛生行政に連絡し、汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行え

るようにするものとする。 

 

（貯水槽の維持管理基準） 
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第８条 設置者は、次の各号に掲げる基準に従って貯水槽水道を維持管理しなければなら

ない。 

（１）末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素についての点検は毎年 1回以

上行うものとする。 

（２）給水栓における水の遊離残留塩素は0.1mg／L（結合残留塩素の場合は0.4mg／L）以

上を保持すること。ただし、供給する水が病原性微生物に汚染されたことを疑わせるよ

うな生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合の給水栓における水の遊離残留

塩素は、0.2mg／L（結合残留塩素の場合は1.5mg／L）以上とするものとする。 

（３）施設の点検は、毎年１回以上実施する。点検の方法は「設備のチェックポイント（別

紙第１）」を参考として行うものとする。 

（４）定期に行う貯水槽の清掃については、貯水槽の標準的な清掃方法（別紙第２）による

ものとし、毎年１回以上実施するものとする。 

（５）点検の結果異常があれば、設備の取り替え、補修、清掃等を行うものとする。 

（６）管の損傷、さび及び漏れについては、目視のほか残留塩素、給水量の推移等を参考に

して点検し、異常があれば必要な補修を行うものとする。 

（７）逆流及び吸入を防ぐとともに衛生器具の吐水口空間を保つこと。吐水口空間が適正に

保たれない場合は、バキュウムブレーカーを取付け、適正に作動しているか否かを点検

するものとする。 

（８）長期間使用を停止した水槽を使用するときは、槽内を点検し、必要に応じて槽内の水

の入れ換え等を行い、残留塩素を測定して安全を確認してから給水するものとする。 

（９）貯水槽の点検等に関する記録については、保管しておくものとする。 

（10）施設の図面を保管しておくものとする。 

 

    附  則 

  この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

     附  則 

  この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

  

附  則 

  この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要領は、令和元年 10月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

小規模貯水槽水道設置届出書 

 

   年  月  日 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

申請者（自署） 

    住 所 

氏 名                 

 

                       法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

                                                    名称及び代表者の氏名 

 

小規模貯水槽水道管理指導要領第５条第１項第１号の規定により、小規模貯水槽水道を設置しま

したので、以下のとおり届け出ます。なお、小規模貯水槽水道の維持管理については、天理市水道事

業給水条例第44条の規定に基づき実施することを誓約いたします。 

 

建物名称  

所 在 地 天理市       町 

建物概要 階建て （用途） 

【施設管理者】 

住  所  

氏  名  

Ｔ Ｅ Ｌ  

【貯水槽】 

受 水 槽 
(容量) 総     ｍ3、有効     ｍ3 

(構造)               (屋外・屋内) 

高架水槽 
(容量) 総     ｍ3、有効     ｍ3 

(構造)               (屋外・屋内) 

【添付資料】 

    位置図、貯水槽容量計算書 

   ＊上下水道局記入欄 

受付番号 戸 番 図 水 栓 番 号 引込口径 

 － － －   － φ  mm 
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様式第２号（第５条関係） 

 

小規模貯水槽水道変更届出書 

 

                                                              年  月  日 

 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

                 設置者（自署） 

 住所 

                     氏名 

                                             法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

                                                 名称及び代表者の氏名 

 

  小規模貯水槽水道管理指導要領第５条第１項第２号の規定により、以下のとおり変更があったので届

け出ます。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地  

変 
 
 
 

更 
年   月   日           年  月  日 

項      目 
１ 設置者  ２ 管理者   ３ 名称 

４ 設置場所 ５ 水槽の容量 

内 
 

容 

新  

旧  

 

    ※設置場所の変更にあっては、設置場所見取平面図を添付すること。 
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様式第３号（第５条関係） 

 

小規模貯水槽水道休止（廃止）届出書 

 

                                                         年  月  日 

 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長  様 

 

                 設置者（自署） 

 住所 

                     氏名 

                                             法人にあっては、主たる事務所の所在地、 

                                                 名称及び代表者の氏名 

 

 

  小規模貯水槽水道管理指導要領第５条第１項第３号の規定により、以下のとおり休止（廃止）したの

で届け出ます。 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 所 在 地  

休
止
（
廃
止
） 

  

休

 

（廃）

 

止  

   

年   月   日                      年  月  日 

理 由             

 

 

 

 

 



~ 48 ~ 

 

水道直結式スプリンクラー設備の設置等に関する要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、水道直結式スプリンクラー設備の設計及び工事並びに維持管理等に

ついて、消防法（昭和23年法律第186号）、水道法（昭和32年法律第177号）及び天理市水

道事業給水条例（平成９年12月天理市条例第37条）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（1） 水道直結式スプリンクラー設備 給水装置に直結して設置されたスプリンクラー

設備をいう。 

（2） 所管消防署 水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする場所を所管する

本市の消防署をいう。 

（3） 消防設備士 消防法第17条の６第２項に規定する甲種消防設備士をいう。 

（4）乾式スプリンクラー設備 作動時以外は通水されない構造の水道直結式スプリンク

ラー設備をいう。 

（5）湿式スプリンクラー設備 常時通水常態となる構造の水道直結式スプリンクラー設

備をいう。 

（事前協議） 

第３条 水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとする者は、あらかじめ所管消防署

及び天理市上下水道局（以下「上下水道局」という。）と協議を行うものとする。 

（設計） 

第４条 配水管又は給水管（内線支管）から分岐して設けられた給水管からスプリンクラー

ヘッドまでの部分についての水理計算等は、消防設備士が行うものとし、メーター口径に

ついては上下水道局と協議の上、決定するものとする。この場合、スプリンクラー設備と

それ以外の設備の同時使用は、考慮しなくても良いものとする。 

２ 水道直結式スプリンクラー設備を設置する給水装置を分岐しようとする配水管の給水

能力の範囲内で、水道直結式スプリンクラー設備の正常な作動に必要な水圧及び水量が

得られるものであること。ただし、配水管に影響を与える過大な水量を必要とする場合は、

貯水槽方式とすること。 

３ 水道直結式スプリンクラー設備が、水道メーターの下流側に設置されていること。 

４ 乾式スプリンクラー設備を設置する場合は、当該設備の上流側の配管の分岐部に止水

栓及び逆止弁を設置し、電動弁等により排水できる構造であるとともに、外部からの害虫

等の進入を防ぐ措置が施されていること。 

５ 湿式スプリンクラー設備を設置する場合は、停滞水の防止措置、逆流防止措置及び凍結

防止措置が施されていること。 

（施工） 

第５条 水道直結式スプリンクラー設備の工事は、消防設備士の指導により、天理市指定給
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水装置工事事業者が施工するものとする。この場合において、必要に応じて所管消防署及

び上下水道局と協議を行うものとする。 

（維持管理） 

第６条 水道直結式スプリンクラー設備の所有者は、給水管及び配水管の水質及び水圧等

に影響を及ぼさないよう、適正な維持管理を行うものとする。 

２ 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を、見やすいとこ

ろに表示し周知するものとする。 

（周知） 

第７条 断水、配水管の水圧の低下等により、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分

発揮されない恐れがあるときは、ただちにその旨を水道直結式スプリンクラー設備の所

有者に周知するものとする。 

 （水質管理区分） 

第 8条 消火用貯水槽式スプリンクラー設備を貯水槽式で使用する場合の水質管理区分は、

設置者の管理範囲とする。 

（了知事項） 

第９条 水道直結式スプリンクラー設備の所有者は、次の各号について天理市上下水道事

業管理者（以下「管理者」という。）に誓約書（様式）を提出するものとする。 

（1） 断水、配水管の水圧の低下、火災時の作動不良、その他水道直結式スプリンクラー

設備の性能が十分発揮されないことにより、人及び財産に被害が生じることがあっ

ても、管理者はその責めを負わないものとする。 

（2）借家人その他利害関係人に対し、前項の条件を了知させるものとする。 

（3）水道直結式スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、前２号の事項について、

譲渡人に熟知させるものとする。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、水道直結式スプリンクラー設備の設置等につい

て必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

 この要領は、平成 25年 11月１日から施行する。 
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様式 

 

誓   約   書 

 

  年  月  日  

天理市上下水道事業の管理者 

 天理市長 様 

申請者（自署） 

 住所                 

氏名                 

 

スプリンクラー設備を設置するに当たり、下記事項を遵守することを誓約いたします。 

記 

 

１ 断水、配水管の水圧の低下、火災時の作動不良、その他スプリンクラー設備の性能が

十分発揮されないこと又は、火災時以外の作動により、人及び財産に被害が生じること

があっても、天理市上下水道事業管理者に責任を求めません。 

２ スプリンクラー設備が設置された家屋及び部屋を賃貸する場合は、借家人その他利

害関係人に対し、前項の条件が付帯していることを了承させます。 

３ スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、前２項の事項について、譲渡人に了

承させ書面等で引継ぎを致します。 

 ４ 消火用貯水槽式スプリンクラー設備による貯水槽は消火用のみに使用し、直圧直結

給水管とのクロスコネクションは行いません。 
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緊 急 時 連 絡 先 

 

  年  月  日  

 

 

＊ 水道直結式スプリンクラー設備の所有者及び管理者 

住  所  

氏  名  

電話番号  

 

注１ 断水、配水管の水圧の低下等により、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十

分発揮されない恐れがあるときは、上下水道局から、ただちにその旨を水道直結

式スプリンクラー設備の所有者及び管理者に連絡します。 

  注２ 水道直結式スプリンクラー設備の所有者及び管理者が変更になったときは、速

やかに上下水道局に報告して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊水道局記入欄 

受付番号 戸 番 図 水栓番号 引込口径 

－ － － －   － φ  mm 
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私設消火栓の設置に関する要領 

平成23年７月１日 制定 

 （趣旨） 

第１条 天理市水道事業給水条例（平成９年 12月 22日条例第 37号。以下「条例」とい

う。）第３条及び第４条に係る私設消火栓（以下「消火栓」という。）の設置に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところに

よる。 

（１）消火栓 配水管に直結した消防用または消防演習用に供される自家用消火装置をい

う。 

（２）設置者 消火栓を設置する者をいう。 

（３）施設責任者 設置者が消火栓の管理等を委任する者をいう。 

（消火栓の設置基準） 

第３条 消火栓の接続が可能な給水管及び配水管の口径については、別表第１のとおり定

めるものとする。 

２ 消火栓は半径 120ｍの範囲に２箇所以上設置してはならない。ただし、天理市上下水

道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 消火栓は、屋外格納箱の中に設置し、「私設消火栓」と明記しなければならない。 

（消火栓の管理） 

第４条 消火栓及び接続給水管（道路舗装部含む）の管理上の責任については施設責任者

によるものとする。 

（協定の締結） 

第５条 消火栓の設置者は、管理者と施設の管理等に関し必要な事項について、 協定を締

結しなければならない。 

（消火栓の使用） 

第６条 条例第 20条により、消火栓は消防又は消防の演習のほか使用してはならない。 

（届出） 

第７条 消火栓を設置しようとするものは、私設消火栓設置届（様式第１号）を管理者に

提出しなければならない。 

２ 消火栓を廃止しようとするものは、私設消火栓廃止届（様式第２号）を管理者に提出

しなければならない。 

３ 消火栓の施設責任者を変更するときは、施設責任者変更届（様式第３号）を管理者に

提出しなければならない。 

４ 条例第 19条第１項第３号及び第２項第５号の規定により、消火栓を使用する場合は、

私設消火栓使用届（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。 

（濁水及び給水不良） 

第 8条 消火栓の使用により生じた濁水及び給水不良等の事由については、原因者で対処             

するものとする。 
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（費用及び使用時間） 

第９条 消火栓の設置及び維持管理等にかかる費用については、設置者が負担するものと

する。 

２ 条例第 24条により、消防の演習に使用する場合の水道料金は、消火栓１個１回につい

て 530円とし、その使用時間は、５分以内とする。 

 

附 則 

この要領は、平成23年７月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

消火栓口径 給水管口径 配水管口径 

40ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ以上 

50ｍｍ 50ｍｍ 100ｍｍ以上 

65ｍｍ 75ｍｍ 150ｍｍ以上 
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様式第１号（第７条関係） 

私 設 消 火 栓 設 置 届 
 

   年   月   日 

（届出先） 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

届出者（自署） 

 住   所  

氏  名                    

電話番号   （   ）         

次により、私設消火栓を設置したいので、届け出ます。 

 

１．私設消火栓の設置場所（位置図を添付） 

   天理市       町     番地 

 

２．設置理由   

                                

                                   

 

３．私設消火栓の口径 

   いずれかに○をつけてください。 

 ・φ４０mm  ・φ５０mm  ・φ６５mm  

 

４．施設責任者（自署） 

住   所  

氏  名                             

電話番号      （   ）         
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様式第２号（第７条関係） 

私 設 消 火 栓 廃 止 届 
 

   年   月   日 

（届出先） 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

届出者（自署） 

 住   所  

氏  名                    

電話番号   （   ）         

次により、私設消火栓を廃止したいので、届け出ます。 

 

１．私設消火栓の設置場所（位置図を添付） 

   天理市       町     番地 

 

２．廃止理由 

                                  

                                  

  

３．施設責任者（自署） 

住   所  

氏  名                             

電話番号      （   ）         
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様式第３号（第７条関係） 

施 設 責 任 者 変 更 届 

 

   年   月   日 

（届出先） 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

届出者（自署） 

 住   所  

氏  名                    

電話番号   （   ）         

次により、施設責任者を変更したいので、届け出ます。 

 

１．私設消火栓の設置場所（位置図を添付） 

   天理市       町     番地 

 

２．施設責任者変更前   

住   所  

氏  名                              

電話番号      （   ）         

  施設責任者変更後（自署） 

住   所  

氏  名                             

電話番号      （   ）         

 

３．変更年月日 

      年   月   日 
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様式第４号（第７条関係） 

私 設 消 火 栓 使 用 届  
   年   月   日 

（届出先） 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

届出者（自署） 

 住   所 

氏  名                    

電話番号   （   ）         

次により、私設消火栓の使用について届け出ます。 

 

１．私設消火栓の設置場所（位置図を添付） 

  天理市       町     番地 

 

２．消火使用の口径 

  いずれかに○をつけてください。 

 ・φ４０mm  ・φ５０mm  ・φ６５mm  

 

３．使用日時 

  年  月  日 （  ）   時  分から   時  分まで 

 

４．使用目的 

いずれかに○をつけてください。 

・消防の演習のため。 

   ・消防用のため。 

使用場所  

（天理市       町       番地      宅付近） 
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私設消火栓の設置及び管理等に関する協定書 

 

天理市上下水道事業の管理者（以下「甲」という。）と設置者○○○○（以下「乙」

という。）とは、甲及び乙が私設消火栓の設置及び管理するにあたり、以下のとおり協

定書（以下「本協定書」という。）を締結するものとする。  

 

 （目的） 

第１条 

本協定書においては、私設消火栓の設置及び管理等に関する基本的な事項を定める。  

（定義） 

第２条 私設消火栓とは、配水管に直結した消防用または消防演習用に供される自家用消

火装置をいう。 

（私設消火栓の管理） 

第３条 私設消火栓及び接続給水管（道路舗装部含む）の管理上の責任については乙に帰

するものとする。 

（消火栓の使用） 

第４条 乙は、消防又は消防の演習のほか私設消火栓を使用してはならない。 

（届出） 

第５条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に届け出なければならない。 

（１）私設消火栓を設置する場合。 

（２）私設消火栓を廃止する場合。 

（３）私設消火栓の施設責任者を変更する場合。 

（４）消火栓を使用する場合。 

（濁水及び給水不良） 

第６条 乙は私設消火栓の使用により生じた濁水及び給水不良等の事由について乙が対処

するものとする。 

（費用及び使用時間） 

第７条 私設消火栓の設置及び維持管理等にかかる費用については乙が負担するものとす

る。 

２ 乙が消防の演習に使用する場合は、消火栓１個１回について530 円を甲に支払うもの

とする。 

３ 乙が消防の演習に使用する時間は、５分以内とする。 

（本協定書の有効期間） 

第８条 本協定書の有効期間は、本協定書の締結日から１年間とする。ただし、甲又は乙

から解除の申出が無い限り、本協定書は自動的に更新されるものとする。  

２ 甲又は乙は、本協定書を終了しようとする場合、本契約期間満了の２ヶ月前までに書

面により相手方に通知するものとする。  
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（協議解決） 

第９条 本協定書に定められていない事項及び本協定書の条項の解釈につき疑義又は紛争

などが生じた場合、甲乙両者は誠意を持って協議解決するものとする。  

（裁判管轄） 

第10条 本協定書に関する訴えは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

 

本協定書締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。  

 

  年  月  日  

 

甲 奈良県天理市川原城町600番地10  

天理市上下水道事業の管理者  

 天理市長           

乙 奈良県天理市○○○町○○番地 

○○○○○○○○ 

代表  ○ ○  ○ ○ 
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元付け型浄水器等の設置に伴う取扱い要綱 

 

 水道メーター（以下「メーター」という。）の下流側に設置する元付け型浄水器及び活水

器（以下「元付け型浄水器等」という。ただし、水栓の上流側に取り付けられ常時水圧が加

わり給水装置にあたる元付け型浄水器等及び、水栓の下流側に取り付けられ、浄水器と水栓

が一体となっており給水装置にあたる元付け型浄水器等を除く。）について、水道水中の遊

離残留塩素を水質基準（0.1mg/ℓ）以下の濃度になるまで除去するものがあり配管状況や使

用状態等により細菌等による水道水の汚染が懸念されることから、衛生管理を考慮し元付

け型浄水器等を設置する場合は、次の措置を講じるものとする。 

（１）元付け型浄水器等を設置する上流側（メーターの下流側）に、水質管理用の水栓及び

逆止弁（JWWA B129）を、別紙のとおり設置すること。 

（２）磁気を使用している活水器の設置については、磁気がメーターへ影響を及ぼすおそれ

があることから、メーターから50cm 以上の離隔をとること。なお、給水管に巻き付けるも

のについても、同様に離隔をとること。 

（３）水道使用者に対し、元付け型浄水器等の製造業者が定めた使用及び管理方法を遵守し、

適切に使用する旨を周知すること。 

（４）申請時において、申請者、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者が押

印した「元付け型浄水器等設置に伴う維持管理誓約書」及び承認図を提出すること。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和 年 月 日から適用する。 
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  年  月  日  

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

申込者（自署） 

 住 所 

氏 名              

 

元付け型浄水器等設置に伴う維持管理誓約書 

 

今般、給水装置工事申込みに伴い下記場所において、メーターの下流側に元付型浄水器等

を設置し使用に関して下記の事項を遵守し、誓約します。 

 

記 

 

１ 使用及び管理方法については、天理市指定給水装置工事事業者から説明を受け適切な

管理を行います。 

２ 貴局の水質責任範囲は元付け型浄水器等の上流までとし、これより下流側は申込者の

責任で管理します。 

３ 配水管布設工事並びに不慮の事故に伴う断水工事等による場合で万一、赤水や濁り水

が発生し、当該器具に支障が生じても貴局に対し、一切の補償や苦情は申しません。 

４ 当該器具の設置、使用に起因して将来、健康被害、構造・材質基準、水質基準に支障を

来しても当方が責任をもって対処し、貴局には一切の補償や苦情は申しません。 

５ 第三者に譲渡する場合、上記の内容を重要事項説明等に記載し、この誓約書の趣旨を譲

受人に十分に理解、把握させ継承します。 

元付け型浄水器等のメーカー名・型式名 

                                    

 

設 置 場 所        天理市                  

住  所 

 

指定給水装置工事事業者    事業者名               ㊞ 

 

給水装置工事主任技術者    氏 名                ㊞ 

 

※なお、自己認証もしくは第三者認証を受けていることがわかる製品ｶﾀﾛｸﾞ等を添付します。 
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天理市直結増圧式給水等に関する取扱要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、天理市水道事業給水条例(平成９年 12月 22日条例第 37号。以下「条

例」という。)及び天理市水道事業給水条例施行規程(平成 10年２月 25日水道ガス局管理

規程第１号。以下「規程」という。)に基づき、直結増圧式における給水装置の設計及び

施工に関する基準を定め、直結給水の拡大を図ることを目的とする。 

(用語の定義) 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 直結直圧式  

直結式給水は配水管の水圧で直結給水する方式。 

(2) 直結増圧式  

貯水槽を介することなく直結給水する方法で、給水管の途中に増圧給水設備を設置し、

圧力を増して直結給水する方式。 

(3) 増圧給水設備  

加圧型ポンプ、制御盤、圧力タンク、逆止弁等をあらかじめ組み込んだユニット形式。  

(4) 吸排気弁 

主に給水管内の立管頂部に設置し、管内に負圧が生じた時に自動 

的に多量の空気を吸気して管内の負圧を解消する機能に加え、立 管内の空気及び水

柱から分離した空気を自動的に排出する機能を有するもの。 

(5) 減圧式逆流防止器 

独立して作動する第 1 逆止弁と第 2 逆止弁の間に上流側との差圧で作動する逃し弁を

有した中間室からなり、第 1・第 2逆止弁が正常に作動しない状態にあって、且つ、上

流側に負圧又は下流側から逆圧が加わった場合、逃し弁が開いて中間室の水を排水し、

空気層を形成することにより逆流を防止する構造のもの。 

(適用条件) 

第 3条 増圧給水設備を設置して直結増圧式が適用できる条件は、次のとおりとする。 

(1) 対象建物は、設計協議時に使用目的（用途）が決まっている建物。また、使用目的

は専用住宅、店舗兼用住宅、共同住宅、店舗、事務所及び天理教施設のいずれかとする。 

(2) 瞬時最大給水量 236L/minを超えない施設とする。 

(3) 適用地域は、配水管の最小動水圧が 0.25Mpa以上確保されている地域とする。 

7-11 
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(4) 分岐可能な配水管の口径は、原則として口径 75mm以上 300mm以下とする。 

(5) 分岐できる給水管の口径は、次の表のとおりとする。 

配水管口径 分岐可能な給水管口径 

75mm 25mm以下 

100mm～300㎜ 50mm以下 

(6) 増圧給水設備及び増圧給水設備の下流側の給水管口径は、配水管分岐部における給

水管口径以下とすること。 

(7) 取出箇所数は、１つの建物につき１箇所とする。 

(適用除外建物) 

第 4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直結増圧式給水

を受けることはできない。 

(1) 常時一定の水量又は水圧を必要とする場合。 

(2) 一時に多量の水を必要とする場合。 

(3) 断水時又は減水時でも一定量の水を必要とする場合。 

(4) 逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合。 

(5) 災害時の避難施設として指定されているもの。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、直結増圧式給水を行うことが不適当と認めた場合。 

 

（給水方式の併用） 

第 5 条 他給水方式と併用する場合、次のとおりとする。 

(1) 直結増圧式と貯水槽式の併用は認めない。ただし、第 11条に定める規定を除く。 

(2) メーター以降で直結増圧式と直結直圧式の併用とする場合(別図 1）、直結直圧式と

することができる階数は最大３階までとし、水理計算上給水可能な階数までとする。

また、施工の際はパイプシャフト内配管及び露出配管に直結増圧式、直結直圧式の区

分がわかるよう識別表示をすること。 

(3) 前号において、３階まで直結直圧式による給水を行う場合は、天理市３階直結直圧

給水に関する取扱要綱に定める事項を順守すること。 

(事前協議等) 

第 6条 直結増圧給水方式による給水装置を新設又は改造しようとする者(以下｢申請者｣と

いう。)は、直結増圧式給水事前調査依頼書(様式第１号)を上下水道事業の管理者 (以下
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「管理者」という。)に提出し、直結増圧式給水事前調査回答書(様式第２号)により設計

水圧の決定を受けるものとする。 

2 申請者は、条例第５条に規定する給水装置の申込みをする前に、規程第４条第２項第３

号に基づき、直結増圧式給水設計協議申請書（新規・変更）(様式第３号) 及び次に掲げ

る書類を提出し、直結増圧式給水設計協議承認書(様式第４号)により直結増圧給水方式

の可否について回答を得るものとする。 

(1) 位置図 

(2) 給水装置平面図 

(3) 給水装置展開図 

(4) 水理計算書 

(5) 逆止弁・増圧給水設備の仕様書 

3 申請者は、条例第 5条に規定する給水装置の申込みをする際には、管理者が求める必要

書類等に加え、直結増圧給水方式条件承諾書（様式第５号）及び、施設管理者等選任（変

更）届（様式第６号）を提出すること。 

 (直結増圧式給水装置の構造) 

第 7 条 直結増圧式給水装置の構造については、次のとおりとする。 

(1) 直結増圧式給水は、別図２の例を基本とする。 

(2) 増圧給水設備の故障、停電時の対策として増圧給水設備の上流側に非常用給水栓を

１栓設置すること。 

(3) 立ち上がり管は、原則としてパイプシャフト内配管とすること。 

2 減圧式逆流防止器については、次のとおりとする。 

(1) 公益社団法人日本水道協会規格の水道用減圧式逆流防止器(JWWAB134)の基準を満た

す減圧式逆流防止器を設置すること。    

(2) 水道用減圧式逆流防止器は、増圧給水設備上流側を基本とするが、増圧給水設備へ

の流入圧力が確保できない場合は、下流側に設置することができる。 

(3) 水道用減圧式逆流防止器の設置位置は、次式により計算を行い決定すること。 

増圧給水設備上流側に設置可能な条件 

（P1+P6+PX)≦P0×25％かつ、（P1+P6+PX)≦0.05Mpa 

 増圧給水設備下流側に設置可能な条件 

（P1+P6+PX)＞P0×25％の時、（P1+P6)≦P0×25％かつ、 

（P1+P6)≦0.05Mpaの条件を満たすこと。 
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 P0 : 配水管の水圧（圧力水頭）  

P1 : 増圧給水設備の上流側の給水管及び給水用具の圧力損失  

P6 : 配水管と増圧給水設備との高低差による圧力損失 

PX : 水道用減圧式逆流防止器の圧力損失 

3 吸排気弁については、次のとおりとする。 

(1) 停滞空気が発生しない構造とするため、立ち上がり管の最上部には、吸排気弁を設

置すること。 

(2) 構造については、別図 3の例を基本とする。 

 (3) 上流側には仕切弁または、ボール止水栓を設置すること。 

 (4) 第三者認証品または、自己認証品を使用すること。 

 (増圧給水設備) 

第 8 条 増圧給水設備は、公益社団法人日本水道協会規格の水道用直結加圧型ポンプユニ

ット(JWWAB130)の基準を満たすものとし、次のとおりとする。 

(1) １引き込みにつき１増圧給水設備とする。 

(2) 増圧給水設備の呼び径は、給水管口径と同径又はそれ以下とすること。 

(3) 配水管の水圧及び使用水量の変化に対応でき、安定給水が確保できること。 

(4) 引込み側の水圧が通常の範囲より低下したとき自動停止し、水圧が回復したとき自

動復帰すること。  

(5) 増圧給水設備の吐出側圧力は、最上階などの最悪の条件にあたる給水用具で必要な

吐出圧を確保し、且つ 0.75MPaを超えないようにすること。 

(6) 増圧給水設備の吸込み側、吐出側の接合部分には、適切な防振対策を講ずること。 

(7) 増圧給水設備の設置場所は、原則として 1階とし、屋外に設置する場合は凍結しな

いように必要な措置を講ずること。 

(8) 増圧給水設備の維持管理ができる必要な空間を確保し、適切な排水設備を設けるこ

と。 

(9) ポンプ内の水が長時間滞留しないような措置を講ずること。 

(10) 増圧給水設備の故障等の異常を早期に発見するため、警報装置を設け、装置本体及

び管理人室等に表示できる装置を設置すること。また、緊急時の連絡先を明示した標示

板を需要者の目に付きやすい位置に設置すること。 

 

(設計) 



~ 67 ~ 

 

第 9条 増加圧力の算定については、次のとおりとする。 

(１) 増圧給水設備による増加圧力は、次式により算定する。この場合において、増圧給

水設備の算定は、次の式で算出した増加圧力及び瞬間最大給水量(増圧給水設備上流側)

により使用メーカーの増圧給水設備口径選定図を用いて選定するものとする。 

P8＝P1＋P2＋P3＋P4＋P5＋P6－P0(単位は Mpa) 

P0：配水管の水圧(圧力水頭) 

P1：増圧給水設備の上流側の給水管及び給水用具の圧力水頭 

P2：増圧給水設備の圧力水頭 

P3：増圧給水設備の下流側の給水管及び給水用具の損失水頭 

P4：末端最高位の給水用具を使用するために必要な圧力（圧力水頭）  

P5：増圧給水設備と末端最高位の給水用具との高低差 

P6：配水管と増圧給水設備との高低差による圧力損失 

P7：増圧給水設備の吐出圧（圧力水頭） 

P8：増圧給水設備の全揚程 

ここで、増圧給水設備の吐出圧（圧力水頭）（P7）は次式により算出される。 

P7＝P3+P4+P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 給水管の管内流速は、原則として 2.0ｍ／sec以下であること。 

(3) 末端及び最高部の給水器具の必要最小動水圧（Ｐ４）は 0.05Mpaとする。 

(4) 増圧給水設備及び増圧給水設備の下流側の給水管口径は、配水管分岐部における給

水管口径以下とすること。 

(5) 取出箇所数は、１つの建物につき１箇所とする。 

2 水理計算については、次のとおりとする。 
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(1) 設計水圧は、配水管の最小動水圧の値とする。 

 (2) 給水管口径別瞬時最大給水量の上限は、25mm は 59.0L/min、40㎜は 151.0L/min、

50mmは 236.0L/min までとする。 

(3) 計画使用水量は、次の式により計算すること。 

ア 共同住宅（ファミリー向け）の場合は、優良住宅部品認定基準（ＢＬ基準）により

算出する。 

Ｑ＝42Ｎ  （10戸未満） 

Ｑ＝19Ｎ  （10戸以上 600戸未満） 

Ｑ：同時使用水量（Ｌ／ｍｉｎ） 

Ｎ：戸数 

  イ 共同住宅（単身者向け）の場合は、居住人数から同時使用水量算定する。 

   １～３０人 Ｑ＝２６P 

31～200人 Ｑ＝１３P 

Ｑ：同時使用水量（Ｌ/min） 

Ｐ：人数（原則として、２人/戸として考える。） 

 ウ 共同住宅以外の場合は器具給水負荷単位法で算出すること。 

(維持管理) 

第 10条 増圧給水設備の設置者は、次の各号のいずれにも十分留意するものとする。 

(1) 所有者はメーター以降、下流側の当該建築物に関わる給水装置の維持管理について

責任をもって行うこと。 

(2) 所有者は、停電、故障等により増圧給水設備が停止し断水となった場合、非常用給

水用の直結給水栓が使用できることを使用者に周知すること。 

(3) 所有者は、増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の故障等の場合に備え、非常時の緊

急連絡先を設備本体及び管理人室等に明示し、使用者に周知すること。また、専門的な

技術を持った製造業者等と保守点検契約を結び、年１回以上の保守点検を実施するこ

と。 

(4) 所有者は、配水管の工事又はメーターの取替えに伴い断水が発生する場合、当該作

業が円滑に実施できるように協力すること。 

(5) 所有者は、承認を受けた建築物の用途（給水装置の変更を伴う）に変更のある場合は、

すみやかに管理者に申請するものとする。 

(貯水槽式からの改造) 

第 11条 既存の貯水槽式を直結増圧式に改造する場合は、原則として新設管とする。ただ

し、既存の配管を利用する場合は、天理市受水槽式給水設備から直結給水方式への切替要

綱 第２条（事前確認）に定める事項を遵守すること。 

0.33 

0.67 

 

0.56 

 

0.36 
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2 給水装置の構造については次のとおりとする。 

(1) 既設の高置水槽を再利用する場合は、別図 4の例を基本とすること。 

(2) 既設の高置水槽を撤去する場合は、別図 2の例を基本とすること。 

 (委任) 

第 12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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給水装置工事に係る竣工検査実施要綱 

 

平成20年11月７日制定  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、天理市水道事業給水条例(平成９年12月天理市条例第37号。以下「条

例」という。)第８条に規定する給水装置工事の竣工検査について、必要な事項を定める

ものとする。 

 （給水装置の定義） 

第２条 この要綱において「給水装置」とは、条例第３条の規定によるものとする。 

 （竣工検査の手続き） 

第３条 給水装置工事の竣工後、速やかに給水装置工事竣工届を提出し、次条の内容により

給水装置の工事竣工検査を受検するものとする。 

２ 管理者が必要と認めた場合、中間検査を実施するものとする。 

（竣工検査の内容） 

第４条 竣工検査の内容として、水道法第16条に規定する政令で定める基準に適合してい

るかの検査を、次の各号について実施するものとする。 

（１） 書類検査 

（２） 材質検査 

（３） 機能検査 

（４） 工法検査 

（５） 水圧検査 

（６） 水質検査 

（書類検査） 

第５条 公道工事竣工図及び写真、工事実施書、貯水槽関係の書類等のうち管理者が必要と

する書類を提出するものとする。 

（材質検査） 

第６条 給水管や給水用具が、性能基準適合品を使用しているかを確認するものとする。 

（機能検査） 

第７条 給水栓類を全開し、吐水量や作動状況を調査するとともに水道メーターを通過し

ているか確認を行うものとする。 

（工法検査） 

第８条 ｢給水装置の分岐配管工事手引き｣に適合した施工方法がとられているか竣工図と

照合し、次の各号について確認を行うものとする。 

（１） 管の種類、口径、布設延長及び管の埋設深度 

（２） 管の接合法 

（３） 逆流防止のための措置 

（４） 水道メーターの設置位置及び取付け方向 

（５） 器具類の取付け方法 

（６） 給水管の防護措置 

（７） クロスコネクションの点検 

7-12 
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（水圧検査） 

第９条 水道メーターの２次側から給水栓までの間に、水圧1.75ＭＰaの負荷を１分間以上

掛け、水圧低下の確認を行うものとする。 

（水質検査） 

第10条 管末給水栓から採水し、残留塩素（遊離）、臭気、味、色及び濁りについて水質検

査を行うものとする。検査方法として、残留塩素（遊離）については比色法により0.1mg/L

以上保持するものとし、臭気及び味については官能法、色及び濁りについては目視により

判定するものとする。 

（再検査） 

第11条 竣工検査を受検し不備が認められる場合は、再度竣工検査を受検するものとする。 

附 則 

 この要綱について、平成20年12月１日から施行する。 
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天理市上下水道局地下埋設物事前協議に係る図面交付等事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地下埋設物事前協議に係る図面等の開示及び写しの交付（以下「図面

交付等」という。）に関する事務の取り扱いについて、天理市情報公開条例の施行に関す

る天理市上下水道局規程（平成10年３月水道ガス局管理規定11号。）の特例を定めるもの

とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における「竣工図書」とは、次に掲げるものをいう。 

 （１）上水道台帳システム管路図面 

 （２）下水道台帳システム管路図面 

 （３）給水及び給水装置工事申込書 

 （４）排水設備等計画確認申請書 

（図面交付等の請求） 

第３条 図面交付等を請求しようとする者は、提供依頼書（様式第１号）により天理市上下

水道事業の管理者（以下「管理者」という。）に請求するものとする。ただし、当該請求

が前条第１号及び第２号に定める図面のみの場合は、口頭により図面の開示を請求する

ことができる。 

２ 前条第３号及び第４号に定める図面等を請求しようとする者が、当該工事申込書又は

確認申請書の当事者でない場合は、請求時に当該当事者より委任を受けた委任状（様式第

２号）を提出しなければならない。この場合において、委任状は要件を満たしていれば任

意の正面で可とする。 

（請求に対する決定等） 

第４条 管理者は、図面交付等の請求があった場合は、内容を確認の上、天理市上下水道局

２階地下埋設物事前協議受付窓口（以下、「受付窓口」という。）にて図面交付等の決定

をすることができる。この場合において、当該決定の内容を書面により通知することを省

略することができる。 

（図面交付等の実施） 

第５条 管理者は、図面交付等の決定をした場合は、請求者に対し、速やかに、図面交付等

を行う。 

２ 前項の規定により図面交付等を行う場合は、個人の関する情報を除くものとする。 

7-13 
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３ 図面交付等は、受付窓口において行う。 

 （費用徴収の方法） 

第６条 郵送等により写しを交付する場合における、図面等の写しの作成費用及び郵送等

に関する費用の徴収は、請求者の希望により、現金又は納入通知書によるものとする。 

２ 前項の規定により納入通知書により徴収する場合は、当該納入前に図面等の写しを交

付することができる。 

第７条 図面等の写しの作成及び郵送等に要する費用に係る収入科目は次のとおりとする。 

 （１）水道事業 （款）水道事業収益、（項）営業外収益、（目）雑収益、（節）雑収益 

 （２）下水道事業 （款）下水道事業収益、（項）営業外収益、（目）雑収益、（節）そ

の他雑収益 

 （費用等の免除） 

第８条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、図面等の写しの作成費

用及び郵送等に関する費用を免除することができる。 

附 則 

 （施工期日） 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年11月20日から施行する。 
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年 月 日  

 

天理市上下水道事業の管理者 

天理市長 様 

 

申込者 

住所 

氏名               

連絡先 

 

 

提供申出書 

 

 

天理市上下水道局が保有する竣工図書等に係る情報提供の実施方法及び費用徴収に関す

る要綱第３条の規定により、次のとおり申出ます。 

 

申出する竣工図書等の 

件名又は内容 

 

情報の閲覧及び写しの交付 

の選択 

□情報の閲覧 

□写しの交付 

請求の理由 

 

 

 

※職員記入欄 

 来庁者（ 本人 ・ 代理人 ）、本人確認書類（          ） 

 確認者氏名                

 

 

様式第１号（第３条関係） 
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代理人 住 所                   

氏 名                   

連 絡 先                   

 

委任状 

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

※委任する項目を具体的に記入してください。 

 

 

 

 

   年  月  日 

 

委任者 住 所                     

氏名（自署）                   

連 絡 先                     

 

 

様式第２号（第３条関係） 


